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【広瀬川の清流を守る条例】

環境保全区域内における
⾏為の制限（建築⾏為等）に係る許可基準の改定

基準改定後の許可申請状況について

建設局百年の杜推進部河川課

第47回仙台市広瀬川清流保全審議会

改定内容

1

建築⾏為等の許可の基準

建築敷地内の緑化が進むように保全用地の許可基準を改定

改定点②
緑化誘導の
仕組み

【保全用地の確保割合】
保全用地(緑化スペース)の面積を
一定割合以上確保すること

緑地のほか，植物を植えられる
状態の土壌（植栽基盤）なども含む

改定点①
基準値の
適正化



資料１

2

改定内容

2

改定点① 基準値の適正化
▶確保割合の基準値の細分化

（改定前）

区域内すべて一律

30％

（改定後）

区域の種別等に応じて段階的に設定

24％,30％,36％,42％

基準改定の狙い｜環境保全区域の特性などに応じた基準値を設定する

改定内容

3

改定点② 緑化誘導の仕組み
▶緑化に係る割増補正の導入

× 1.0〜3.0

Ａ㎡

Ａ㎡

樹木で覆われる部分などに
割増補正係数を掛けて保全用地の
面積を算出

基準改定の狙い｜敷地の有効利用のニーズを緑化の動機づけに繋げる
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改定の経緯

4

平成27年 2月 第41回審議会

平成29年11月 第45回審議会

▶⾏為制限の許可基準のあり⽅について審議

令和元年 8月 第47回審議会（今回）
▶改定後の許可申請状況（1年：7月〜翌6月）の報告

平成30年 7月
▶許可基準の改定

～

平成30年10月 第46回審議会
▶改定後の許可申請状況（3ヶ月：7月〜9月）の報告

改定後の許可申請状況

5

平成30年7月〜令和元年6月
許可申請件数（建築⾏為）

環境保全区域 緑化割増補正
適用なし

緑化割増補正
適用 合計

（参考）
保全率の
基準値

特別 1件 0件 1件 42％

第一種 11件 14件 25件 24％〜36％

第二種 18件 1件 19件 24％〜30％

合計 30件 15件 45件
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申請内容の傾向
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許可申請件数（建築⾏為）

緑化割増補正適用4件

23件 11件

7件

基準改定の狙い
■環境保全区域の特性などに応じた基準値を設定する
■敷地の有効利用のニーズを緑化の動機づけに繋げる

平成30年7月〜令和元年6月

・区域の種別等に応じた適切な
基準値である

・環境保全と土地利用を調整する
仕組みが機能している

保全用地の確保割合の基準値が
30％以上の区域の建築⾏為

緑化割増補正の適用：多

基準値30％未満の
区域

基準値30％以上の
区域


